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中国の取り組みは気候変動問題の解決に不可欠

出典:図１は「UNEP排出ギャップレポート2020」、図2は第1回と第2回「気候変動に関する隔年更新報告書(BUR)(2012、2014
年データ)及び第1回から第3回の「気候変動に関する国家コミュニケーション」(1994、2005、2010年データ)。

図1:2019年排出量の割合(LULUCFを含まない)

 2019年の中国の割合は26.7％、第2－4位のアメ
リカ、EU＋UK、インドの総量に相当。

 一人当たりの排出量は9.7t-CO2、EUを超えてお
り、日本とほぼ同水準。

図2:中国の排出量の推移(1994-2014)

 排出量はピーク前の段階であって、増え続けて
いる。

 一方で、増加のスピードは緩まっている(経済
成長の減速＋対策効果)。
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5年毎に国内目標を設定(国際的に表明した目標とも整合)

Chin

第11次五か年計画

(2006-2010)

GDP当たりエネル

ギー消費量

:20%減

第12次五か年計画

(2011-2015)

GDP当たりエネル

ギー消費量:16%減、

GDP当たりCO2排出

量:17%減

第13次五か年計画

(2016-2020)

GDP当たりエネル

ギー消費量:15%減、

GDP当たりCO2排出

量:18%減

2020年自主的目標

GDP当たりCO2排出

量:40-45%減(2005

年比)、非化石燃

料の割合:約15%に

第14次五か年計画

(2021-2025)

GDP当たりエネル

ギー消費量:13.5%

減、GDP当たりCO2
排出量:18%減

中長期的目標

CO2排出量のピー

クを2030年より前

に達成し、2060年

より前に炭素中立

の実現を目指す
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目標を実現するための管理体制と政策パッケージを確立

管理体制

■ 国レベル:国家気候変動・省エネルギー・排出削減リーディンググループ

(2007年6月設立、リーダーは首相、メンバーは34、気候変動担当は生態環境部)

■ 地方レベル:国とほぼ同様

法律・基準

■ 「省エネルギー法」、「再生可能エネルギー法」

■ 重点業種のエネルギー効率基準や排出量算定ガイドライン(例えば、電力、鉄鋼、

非鉄金属、石油化学、交通、建築等)

包括的な政策パッケージ

■ 直接的規制(例えば、非効率または過剰生産設備の廃止に関する行政措置)、財

政的支援(例えば、FIT、省エネルギー補助金)

■ 自主的削減量取引(CCER)や地域パイロット炭素市場から全国炭素市場へ

実施メカニズム(目標責任制度)

■ 五か年計画に国全体の削減目標(例えば、GDP当たり排出量の削減率)を設定

■ 地域ごとに目標を定め、年次評価を実施
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成果例(1):一次エネルギー消費の構造が改善

 エネルギー消費量は本世紀に入ってから急増したが、近年の増加は減速している。現在
は約50億標準石炭換算トンになっている。

 2011年までに石炭の割合は約70％であり、その後は低減傾向(2018年から6割以下になっ
た)。その一方、非化石燃料の割合は増え続けている(2019:15.3%→2020目標達成)

図3:一次エネルギー消費量内訳の推移(出典:「中国統計年鑑2020」を基に筆者作成)

総消費量(右軸)
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成果例(2):再生可能エネルギーの利用が拡大

Chin

図4:風力・太陽光発電設置容量の推移(出典:中国電力企業聯合会統計資料を基に筆者作成)

2006:「再生可
能エネルギー

法」→「再エネ
固定価格買取・
費用分担制度」

2011:再エネ開
発基金を設立

2019-2020:入札で補助金
付きプロジェクトを選定

再エネ電力賦課金(RMB cent/kWh):0.1(2006)→1.9(2016)

2018:「クリーンエネルギー消
費促進のための3か年行動計
画」→出力抑制が大幅に改善

補助金なしス
テージに入る

過去10年間、kWあたりの平均コスト
は陸上風力が30%減、太陽光が75%減
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成果例(3):石炭火力発電の構造的改善

図5:火力発電設置容量(出典:中国電力企業聯合会統計資料を基に筆者作成)

 石炭火力の設置容量は増え続けているが、効率が悪い設備の廃止や新設抑制の結果、第13次五か年計
画の容量制限目標(1,100GW)を達成。

 2016年から新設石炭火力は原則600MW以上のUSCを採用、改修後の既存石炭火力の燃料消費基準も設定。

 大規模高効率ユニットの割合が増加により、構造的改善が見られる。

図6:石炭火力規模別の割合変化
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成果例(4):電源構成が改善

図7:2015年と2020年の電源構成の比較(出典:中国電力企業聯合会統計資料を基に筆者作成)

2015 2020

内円:設置容量、外円:発電量

項目 2015 2020

非化石電源容量の割合 34.1% 43.4%

非化石電源発電量の割合 26.3% 32.1

再エネ容量の割合 32.4% 39.1%

再エネ発電量の割合 23.3% 27.3%
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今までのCO2排出量原単位削減目標をすべて達成

図8:2005年比GDP当たりCO2排出量の累計削減率(出典:政府発表資料を基に筆者計算、作成)

12次五か年計画

18.5%減(目標: 
17%減)

13次五か年計画

21.8%減(目標: 
18%減)

14次五か年計画

目標:18%減

15次五か年計画

目標必要値
:≥17.3%減

2020年目標(40-45％
減)の上限値を3年前

倒しで達成
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地域パイロット炭素市場の取り組み

Chin

パイロット

炭素市場の

開発は2011

年末に開始

作業メカ

ニズムと

法的枠組

み

MRV

システム

割当量

配分

取引

システム

市場

モニタリ

ング

キャパシ

ティ・

ビルディ

ング

7つのパイロット市場が運営され、全国炭素市場建設の基礎ともなった

累計取引量:4.06億t-
CO2(2020年8月末の時点)

累計取引金額:92.8億元
割当量償却義務の履行

率:≥95%

パイロット地域により
高い削減率(GDP当たり

排出量)を実現

北京
2013-11-28

天津
2013-12-26

上海
2013-11-26

重慶
2014-6-19

湖北省
2014-4-2

広東省
2013-12-19 深セン

2013-6-18

注:日付は該当地域の炭素市場の開始時間
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全国炭素排出量取引制度の概要

Chin

経緯

• 2014年12月、本制度の管理体系を規定する行政法
規（「炭素排出量取引管理暫定弁法」）を制定。

• 2015年9月、米中首脳声明において、2017年より全
国排出量取引制度を開始する旨を公表。

• 2016年1月、制度の対象（ガス・要件）を設定し、
地方政府に対象事業者リストや排出量データ等の
提出を求める通知を発布。

• 2017年12月、「全国炭素排出量取引市場建設方案
（発電部門）」を公表し、建設計画を表明。

• 2020年12月29日、「2019-2020年全国炭素排出割当
総量設定及び配分実施方案（発電部門）」及び対
象事業者名簿を公表。

• 2020年12月31日、「炭素排出割当量取引管理弁法
（試行版）」を公布、2021年2月1日から施行。

期間
• 第一段階（2021年）では、発電部門の2019年及び
2020年の排出割当量償却義務を履行

対象

• ガス：生態環境部により策定、発電部門はCO2のみ

• 要件：発電部門（他の業種の自家発電を含む）に
おける2013-2018年の任意1年間のCO2排出量が
26,000トン以上の事業者。対象ユニットは石炭火
力発電、ガスタービン。

• 対象者数：2,225社

• カバー率：3割超→発電部門だけで世界最大になる

削減

水準

• ベンチマーク方式で割当するため、現段階では不
明。

割当方法

• 無償割当（ベンチマーク方式）。（適時に有償割当
を導入するとされている。）

• 割当量は当該年の発電・熱供給の実績に基づき決定
されるが、排出割当量の7割は事前に配分される。

• 2019年及び2020年の炭素排出量に係る検証完了後、
実際の電力・熱供給量に応じて割当量を確定し、排
出割当量の配分が調整される。

柔軟性

措置

• 負担を軽減するため、償却義務に上限を設定する。
具体的には、排出割当量の不足が排出量の20％を超
えた場合、無償割当量及び排出量の20％の合計値を
償却義務の上限とする。

• 技術促進の観点から、ガスタービンについては、排
出量が割当量を超える場合であっても、割当量を償
却義務の上限とする。

• 排出量の5％未満までCCER（※）で相殺することがで
きる。

オーク
ション収
入

• 無償割当のためなし。

価格 • 取引前につき未定。→今年6月末に取引開始予定

※中国認証排出削減量（CCER）とは、中国国内の排出削減・吸収活動から生
じた削減量をクレジット化したもので、中国国内外、企業、団体、個人を問
わず取引可能。2016年12月末時点で861プロジェクトが承認され、うち254プ
ロジェクトで計5,300万トン分のクレジットが発行されている。

出典:生態環境部「炭素排出割当量取引管理弁法(試行版)」(2020年12月31日）及び「2019-2020年全国炭素排出割当総量設定及び配分実施方案(発
電部門)」(2020年12月29日)より作成。
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全国排出量取引制度の導入プロセスからの示唆

Chin

 政治的リーダーシップが重要(国家主席
が米中首脳声明において導入の宣言を
し、政治レベルの決意を明確化)。

 実践を通した学習と段階的な導入・改
善・強化の重要性(パイロットから全国
へ、発電部門から他の重工業へ)。

 全国制度の構築は地方政府、産業界等
の関係者の能力開発のプロセスでもあ
る。制度の理解を得るために、大規模
研修の実施や業界とのコミュニケー
ション等の努力を重ねる。 IGESワーキングペーパー:中国全

国炭素排出量取引制度の進捗と展
望（2021.4)



13

ご清聴ありがと
うございました!
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